




 

合には、甲及び乙は、誠意をもって協議の上、円滑に解決を図るものとする。 
２ 本契約に関する知的財産権についての紛争については、まず［東京・大阪］地方裁判

所における知財調停 の申立てをしなければならない。 
３前項に定める知財調停が不成立となった場合、前項に定める地方裁判所を第一審の専属

的合意管轄裁判所とする。 
４ 第 1 項に定める紛争を除く本契約に関する紛争（裁判所の知財調停手続を含む。）に

ついては、第 1 項に定める地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 
 
本契約締結の証として、本書二通作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。 
 
 
●●年●月●日 
 
 
甲 ●●株式会社 
 （住所） 
 （代表者名） ○印 
 
 
乙 ●●株式会社 
 （住所） 
 （代表者名） ○印 
 
 




